
広
島
県
契
約
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
三
十
八
号

広
島
県
契
約
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
契
約
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
落
札
決
定
通
知
と
契
約
締
結
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

契
約
担
当
職
員
は
、
当
該
契
約
に
つ
き
契
約
書
を

作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
落
札
者
に
前
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
（
広
島
県
の

休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
広
島
県
条
例
第
二

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。

）
以
内
に
契
約
書
に
記
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

（
落
札
決
定
通
知
と
契
約
締
結
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

契
約
担
当
職
員
は
、
当
該
契
約
に
つ
き
契
約
書
を

作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
落
札
者
に
前
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約

書
に
記
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
契
約
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
新
た
に

落
札
決
定
通
知
を
行
う
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
落
札
決
定
通
知
を
行
っ
た
契
約
の

締
結
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


